
１部・２部リーグ連絡事項

　リーグの実施については、別紙「KOCHI FUTSAL LEAGUE 2026開催要項」に

記載された事項以外に下記の事項についても遵守願います。

（１） 試合日程、結果等の連絡はメールで行うので、こまめにメールチェックをして、

試合日、試合時間、担当審判時間等間違えないよう留意すること。

（２） チームは日本サッカー協会フットサル大会申込書（以下大会申込書という）、日

本フットサル連盟加盟登録票及びプライバシー同意書に必要事項を記入し、チー

ム代表者が署名したものを高知フットサルリーグ実行委員会事務局に必ず最初の

試合時に一部ずつ提出するものとする。

なお、大会申込書はパソコンにて入力し、データを事前に高知フットサル実行委

員会事務局まで送り確認を得たうえで印刷し提出すること。

（３） 大会申込書及びメンバー表に記入されていない者（役員も同様）は試合には出場

（登録）できない。また、写真を貼った選手証をチーム単位で取りまとめＡ４版

カラーコピーをとり、最初の試合時に提出すること。選手証の確認が出来ない者

は試合には出場できない。

（４） メンバー表は、試合当日に本部より受け取り必要事項を記入のうえ、キックオフ

30分前までに本部に提出すること。

試合に登録できる選手は14名以内（先発5名、交代要員9名）、役員は5名以内

とし、それ以外の者はベンチに入ることはできない。

（５） 登録されていない者を出場させたチームは、当該試合を棄権扱いとし、以後の処

置は高知フットサルリーグ実行委員会で協議し決定する。

（６） 追加選手登録については、必ず試合３日前までにJFAフットサル登録を完了し、

大会申込書へ氏名、個人登録番号等を追加記入して高知フットサルリーグ実行委

員会事務局までメールすること。試合当日に、写真入の選手証を提出し、本人確

認後に試合参加を認める。

役員の追加についても大会申込書に追加記入のうえ事前にメールすること。

移籍選手の登録については、移籍届を提出し移籍確認後１試合を経過してから移

籍選手を試合に出場させることができる。

移籍ならびに追加登録、抹消は、リーグ試合開始日から１１月３０日までとする。

ただし、所属リーグが１１月３０日以前に終了した場合、その日以降は移籍なら

びに追加登録、抹消することはできない。
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（７） 最初の試合のチームは会場設営を行い、最終の試合のチームは後片付けを行うこ

と。

（８） １部優勝チームは四国リーグのチャレンジマッチ（入れ替え戦）に出場しなけれ

ばならない。

ただし、「フットサルC級ライセンス保有者がスタッフ登録されていること」と

いう四国チャレンジマッチ参加条件を満たしていない場合は、２位チームが出場

することとする。２位チームも条件を満たしていない場合は、参加チーム無しと

する。

原則として、２部上位の１チームが１部に昇格。１部下位の1チームと２部上位

２位のチームが入れ替え戦を行うこととするが、翌年度のリーグ編成の変更等に

より変更する場合がある。

（９） 責任審判等の割当は高知フットサルリーグ実行委員会でチーム指名し日程表の審

判欄へ記載する。

（各チームは、指名された試合にそれぞれ２名の審判員（審判有資格者）、１名

の記録員及び２名以上のボールパーソンを準備し、割り当てられた試合を実施す

る。各チーム２名の審判員のうち１名が主審又は第２審判を担当（３級以上の審

判有資格者を原則とするが、例外的に４級審判員が担当する事もみとめる）し、

もう1名は第３審判又はタイムキーパーを担当する。すべての審判員の服装は

必ず審判服を着用すること。記録員及びボールパーソンはその任に責任を持って

実施すること。）

当日審判をする者（2名）を割当試合前に本部に報告し、チェックを受けること。

（１０）試合後に事務局から、各チームへ試合結果を報告する。

訂正（誤り）がある場合、高知フットサルリーグ実行委員会事務局に申し出るこ

と。

（１1）高知県サッカー協会の各種イベント等には協力すること。


